
 

沖縄県林地開発行為に関する規則 

平成12年３月29日 

規則第59号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）第10条の２に規定

する開発行為（以下「開発行為」という。）の許可（以下「開発許可」という。）に関し、

森林法施行令（昭和26年政令第276号）、森林法施行規則（昭和26年農林省令第54号。第11

条において「省令」という。）及び森林法施行規則の規定に基づき申請書等の様式を定める

件（昭和37年農林省告示第851号。同条において「告示」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（開発行為の着手届） 

第２条 開発許可を受けた者（以下「開発行為者」という。）は、開発行為に着手したと

きは、遅滞なく林地開発行為着手届（第１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（防災施設の設置の完了届） 

第３条 開発行為者は、えん堤、洪水調節池、沈砂池その他の主要な防災施設の設置が完了

したときは、防災施設設置完了届（第２号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（施行状況の報告） 

第４条 開発行為者は、開発行為が完了するまでの間、毎年６月15日及び12月15日現在におけ

る施行状況を、林地開発行為施行状況報告書（第３号様式）により、それぞれ当該月の末

日までに知事に提出しなければならない。 

 

（開発行為の完了届） 

第５条 開発行為者は、開発行為（開発行為に係る区域（以下「開発区域」という。）を工区

に分けた場合にあっては、その工区ごとの開発行為）が完了したときは、遅滞なく林地開発

行為（一部工区）完了届（第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（開発行為の変更許可申請） 

第６条 開発行為者は、開発許可に係る計画を変更しようとするときは、林地開発変更許可申

請書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（災害発生届） 

第７条 開発行為者は、開発区域において災害が発生した場合は、直ちに必要な措置をとる

とともに、速やかに災害発生届（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（開発行為の中止届等） 

第８条 開発行為者は、開発行為を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに林地開発

行為中止（廃止）届（第７号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（開発行為の再開届） 

第９条 開発行為者は、中止した開発行為を再開しようとするときは、速やかに林地開発行為
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再開届（第８号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（地位承継の届） 

第10条 開発許可に係る事業を譲り受けたとき若しくは相続があったとき、又は開発行為者

たる法人の合併等により権利の移動が生じたときは、当該事業を承継する者は遅滞なく林

地開発行為者地位承継届（第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（開発行為者の住所等変更届） 

第11条 開発行為者は、その住所、名称又は氏名を変更したときは、住所等変更届（第10号

様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（書類等の経由及び提出部数） 

第12条 省令、告示及びこの規則の規定により知事に提出する書類等は、開発区域を管轄する農

林水産振興センター所長又は林業事務所長（以下「出先機関の長」という。開発区域が２以上

の出先機関の長が管轄する区域にまたがる場合にあっては、開発区域の主たる部分を管轄する

出先機関の長）を経由して提出するものとし、当該書類等の提出部数は、次の各号に掲げる書

類等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 

 (1) 林地開発許可申請書及び林地開発変更許可申請書 正本１部、副本１部及び関係市町村の

数と同数の写し 

 (2) 前号に掲げる書類等以外の書類等 正本１部及び副本１部 

 

（補則） 

第13条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成13年３月30日規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成19年３月30日規則第55号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成21年３月16日規則第５号抄） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成31年３月29日規則第14号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月26日規則第22号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月31日規則第19号） 

 （施行期日） 
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１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２第１項の許可を受けてい

る者については、改正後の第３条の規定は、適用しない。 
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第１号様式（第２条関係） 

林 地 開 発 行 為 着 手 届 

年  月  日 

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為に次のとおり着手したので届け出ます。 

 

許可年月日及び番号 年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開 発 行 為 の 目 的  

開発行為に係る森林の 

所 在 場 所 

 

 

着 手 年 月 日 年  月  日 

注 １ 標識版の設置位置図及び写真を添付すること。 

２ 工事工程に変更があれば、当該工程表を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

防 災 施 設 設 置 完 了 届 

年  月  日 

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為の防災施設の設置が完了したので届け出

ます。 

 

許可年月日及び番号 年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開 発 行 為 の 目 的  

開発行為に係る森林の 

所 在 場 所 

 

 

防 災 施 設 名  

防 災 施 設 数 量  

完 了 年 月 日 年  月  日 

注 施工箇所を明示した図面及び状況写真を添付すること。 
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第３号様式（第４条関係） 

林 地 開 発 行 為 施 行 状 況 報 告 書 

   年   月   日  

沖縄県知事  殿 

報告者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者氏

名）       

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為について、   年  月  日現在の施行状況を

次のとおり報告します。 

許可年月日及び番号 年  月  日  沖縄県指令農第   号 

開発行為の目的  

開発行為に係る森林の所在場所  

施行状況  

注 １ 開発行為の施行状況を示す図面（土地利用計画図に施行前・中・後を表示）を添付すること。 

２ 工事工程表（予定工程を黒、施行状況を赤で記入）を添付すること。 

３ 施行状況写真を添付すること。 
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第４号様式（第５条関係） 

林 地 開 発 行 為 （ 一 部 工 区 ） 完 了 届 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）       

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為（の一部）が次のとおり完了したので届

け出ます。 

許可年月日及び番号     年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開 発 行 為 の 目 的  

開発行為に係る森林の 

所 在 場 所 
 

着 手 年 月 日     年  月  日 

完 了 年 月 日     年  月  日 

注 事業計画書の数量について対照表を作成し、これに係る出来高図面及び工事記録写真（施行前・中・ 

後）を添付すること。 
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第５号様式（第６条関係） 

林 地 開 発 変 更 許 可 申 請 書 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

申請者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為を次のとおり変更したいので申請し

ます。 

許 可年月日 及び番 号     年  月  日  沖縄県指令農第     号 

変 更 の 理 由  

変更後の開発行為に 

係 る森林の 所在場 所 

変 更 

当 初 

変 更 後 の 開 発 行 為 に 

係る森林の土地の面積 

変 更 

当 初 

変 更 の 内 容  

完 了 予 定 年 月 日     年  月  日 

 

注 １ 計画の変更により開発行為に係る区域が拡大（又は縮小）する場合には当該所在場所、面積を記 

載し、位置図及び区域図等関係図を添付すること。 

２ 当該変更に係る計画書及び図面並びにその他の必要な書類を添付すること。 
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第６号様式（第７条関係） 

災 害 発 生 届 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為に係る区域に次のとおり災害が発

生しましたので届け出ます。 

許可年月日及び番号     年  月  日  沖縄県指令農第     号 

災 害 発 生 年 月 日     年  月  日  （～  月  日） 

災 害 発 生 の 区 域  

被 災 の 状 況  

復 旧 の 方 法  

復旧完了予定年月日     年  月  日 

 注 １ 被害状況は、図面及び写真で明示すること。 

   ２ 復旧に必要な計画書及び図面を添付すること。 
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第７号様式（第８条関係） 

林 地 開 発 行 為 中 止（廃 止）届 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）     

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為を次のとおり中止（廃止）したの

で届け出ます。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号     年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開 発 行 為 の 目 的  

開 発 行 為 に 係 る 森 林 の 

所 在 場 所 

 

 

中 止 （ 廃 止 ） 年 月 日     年  月  日 

中 止 （ 廃 止 ） の 理 由  

中 止 （ 廃 止 ） 後 の 措 置  

再着手年月日（中止届のみ）     年  月  日 

 注 中止（廃止）後の措置については、その計画書及び図面を添付すること。 
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第８号様式（第９条関係） 
林 地 開 発 行 為 再 開 届 

年  月  日  

沖縄県知事  殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及

び 

代表者氏名）     

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為を再開したいので、次のとおり届け出ます。 

 

許可年月日及び番号 年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開発行為の目的  

開発行為に係る森林の所在場所 ha 

開発行為に係る森林の土地の面積  

中止年月日 年  月  日 

再開予定年月日 年  月  日 

再開の理由  

注 面積は実測とし、ヘクタールを単位として小数点以下第４位まで記載すること。 
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第９号様式（第10条関係） 

林 地 開 発 行 為 者 地 位 承 継 届 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

承継者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為に係る地位を次のとおり承継したので 

届け出ます。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号     年  月  日  沖縄県指令農第    号 

開 発 許 可 を 受 け た  

者 の 住 所 及 び 氏 名 
 

 

開 発 行 為 の 目 的  
 

開発行為に係る森林の 

所 在 場 所 
 

地 位 承 継 の 原 因 

及 び 承 継 年 月 日 
    年  月  日 

添 付 図 書 

戸籍謄本、法人にあっては法人登記簿謄本及び定款、契約書（土地

売買契約書、土地賃貸借契約書）資産状況報告書等 

そ の 他 参 考 事 項 
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第10号様式（第11条関係） 

住 所 等 変 更 届 

年  月  日  

沖 縄 県 知 事 殿 

届出者 

住 所 

氏 名（法人にあっては、名称及び 

代表者氏名）      

森林法第10条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為について次のとおり住所、名称又は氏

名に変更が生じたので届け出ます。 

許可年月日及び番号     年  月  日  沖縄県指令農第     号 

開 発 行 為 の 目 的   

開発行為に係る森林の 

所 在 場 所 
 

新 住 所 

  氏 名（名 称） 
 

旧 住 所 

  氏 名（名 称） 
 

そ の 他  
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